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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

新日本国内航空株式会社所属ヒューズ式２６９Ｃ型ＪＡ７５８２は、昭和５５年５月１２日１１時 

２５分ごろ、山梨県南都留郡鳴沢村において、コマーシャル映画撮影場所視察のため、機長ほか２名 

がとう乗して、飛行中に高度が低下し、樹海（標高約１，２９０メートル）に接触して墜落大破したが、 

火災は発生しなかった。

本事故により同乗者２名が軽傷を負った。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５５年５月１２日～１４日　現場調査

昭和５５年１２月１５日　飛行性能調査の飛行試験実施

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５６年３月２３日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７５８２は、昭和５５年５月１２日０９時５３分ごろ、機長及び整備士がとう乗して、東京ヘ 

リポートを離陸し、１０時４０分ごろ山梨県富士吉田市富士急ハイランドの場外離着陸埸（標高約 

８５０メートル、以下「ハイランド」という。）に着陸した。機長は、コマーシャル映画製作関係者と 

富士山付近の樹海内の道路を撮影するための空中視察について打合せを行い、大室山（標高１，４６８ 

メートル、富士山頂から約３３０度、約１１キロメートル）の東側地域を飛行することとした。

同機は、機長ほか関係者２名がとう乗して、ハイランドを１１時０７分ごろ離陸し、大室山へ向け 

飛行した。（以下付図参照）

同機は、大室山のほぼ東約１．７キロメートルに位置する樹海内の軽水林道と精進口登山道の交差す 

る地点（標高１，２５２メートル、以下「Ａ点」という。）上空付近に到達した後、軽水林道沿いに対地 

高度約６００フィート、速度約４０ノットで約７００メートル水平飛行した。その後、右旋回を行い 

逆方向に同林道沿いに約１キロメートル飛行し、Ａ点上空において右旋回し、上り勾配の精進口登山

道沿いに減速しながら約２５０メートル飛行し、三叉路（標高約１，２７５メートル、以下「Ｂ点」と

いう。）上空に到達した。

機長は、Ｂ点上空（対地高度約２５０フィート）においてコース選択のため一瞬ホバリング（対地 

停止）状態に入った後、精進口登山道沿いに飛行することとして左ホバリングターンを行い、機首を 

下げてほぼ東へ向け上り勾配である樹海上空を前進飛行に移行したところ、急激な機体の沈下が発生 

した。

機長は、前進飛行を継続したが、機体の沈下が止まらず、Ｂ点から約２００メートル東方の樹海内 

の高さ約１０メートルの樅の木に接触した。

同機は、機首中央部に幹が食い込み、機首下げ約５０度の状態で墜落停止した。

機長は、バッテリースイッチ等をオフとし、同乗者とともに自力で機外へ脱出した。



２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　０　０

軽傷　０　２　０

なし　１　０

同乗者Ａ　全身打撲、左上腕骨々折、左前腕手脊部打撲挫創

同乗者Ｂ　左下腿部挫創、右上肢擦過傷

２．３　航空機の損壊の程度

大破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

樅の木　数本を切断した。

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和２９年８月２８日生

事業用操縦士技能証明書　第７５４７号

取得年月日　昭和５４年８月８日

限定事項　回転翼航空機　ヒューズ式２６９型

第１種航空身体検査証明書　第１１３７１６２１号

有効期限　昭和５５年８月４日

総飛行時間（回転翼航空機）　２５６時間３２分

同型式機による飛行時間　１９０時間００分

最近３０日間の飛行時間　１８時間３６分

２．６　航空機に関する情報

型式　ヒューズ式２６９Ｃ型

製造番号　１６０４６１

製造年月日　昭和５１年２月２５日



耐空証明書番号　第東５４‐１０５号

有効期限　昭和５５年５月１７日

総飛行時間　１，５７８時間４１分

重量重心位置

同機の事故発生時の推定重量は１，７３０ポンド、推定重心位置は＋９７．６３インチ（前後方向） 

０インチ（左右方向）であり、許容範囲（重量２，０００ポンド、重心位置＋９５．０～＋１０１．０ 

インチ（前後方向）、＋３．０～－１．０インチ（左右方向））内にあったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

２．７．１　河口湖測候所（標高８５９．６メートル、事故現場から北東約９キロメートル）の事故当日 

の気象観測値は次のとおりであった。

９時　１０時　１１時　１２時

風向　南　北北東　東北東　西

風速（m/s）　１．６　３．４　２．３　５．５

雲形　絹雲　―　―　―

雲量　１／１０　―　―　―

気温（°Ｃ）　２０．３　２２．８　２３．２　２４．７

気圧（mmb）　９２０．５　９２０．３　９２０．３　９１９．０

なお、１１時３０分の同観測値は、風向西、風速４．４メートル／秒であった。

２．７．２　機長の口述によれば、事故当時の気象は、天気晴、視程１０キロメートル以上、風向西、 

風速８メートル／秒であった。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

キャビン床構造部及び風防　破損

メインロータブレード　３枚とも破損

テールロータブレード　２枚とも先端後縁部損傷

テールロータドライブシャフト　捩れ破損

ランデングギヤスキッド（右）　切損

バーティカルスタビライザ　損傷



３　事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

ＪＡ７５８２の事故当時の飛行性能を調査するため、同型式機を使用して、下記条件で前進飛行か 

らホバリング（対気速度０）に入った後、すみやかに約９０度左ホバリングターンを行ってから前進 

飛行を行う要領の飛行試験を行った。

（条件）　(1)　エンジン回転速度は規定値内を維持する。

(2)　高度は保持するようつとめる。

(3)　重量は事故当時の推定重量約１，７３０ポンドとする。

(4)　飛行高度は密度高度約５，０００フィートから逐次試験可能高度まで上げて行く。 

飛行試験の結果は次のとおりである。

飛行試験１（密度高度約５，０００フィート）

左ホバリングターン開始以降高度は保持することができた。

飛行試験２（密度高度約５，３００フィート）

左ホバリングターン開始以降約２１秒間で約５０フィート高度を喪失した。

飛行試験３（密度高度約５，４５０フィート）

左ホバリングターン開始以降約１５秒間で約７０フィート高度を喪失した。

飛行試験４（密度高度約５，８００フィート）

ホバリングに入ろうとしたところ、操縦困難な事態が発生し、その事態からの脱出を図るための 

機首下げ前進飛行によって３００～５００フィートの高度喪失後、操縦が安定した。

３．２　解析

３．２．１　ＪＡ７５８２は、有効な耐空証明を有し、調査結果及び機長の口述から、事故発生時まで 

異常はなかったものと推定される。

３．２．２　事故当時の現場付近の風向風速は、ほぼ西８メートル／秒（約１６ノット）であったと推 

定される。

３．２．３　事故当時の同機のＢ点上空（対地高度約２５０フィート）における密度高度は、事故現場 

の標高及び河口湖測候所の気象観測値から、約６，０００フィートと推算される。

３．２．４　機長は、Ｂ点上空においてほぼ最大出力状態でホバリング（対地停止）したと述べている 

が、事故当時の密度高度約６，０００フィートにおいて西風約１６ノットによる転移揚力を得たた 

めに、辛うじてホバリング（対地停止）が可能であったものと推定される。

３．２．５　同機が上記状態から東方向へ約９０度左ホバリングターン及び前進飛行を行って急激に高



度を喪失したことは、飛行試験２及び３の結果によれば、密度高度約５，３００フィート及び 

５，４５０フィートにおけるホバリング（対気速度０）からの左ホバリングターン及び前進飛行に 

より、高度をそれぞれ約５０フィート及び７０フィート喪失していることから、同機が左ホバリ 

ングターンによるエンジンに対する負荷の増大及び追風の状態における前進飛行により、対気速 

度が一時的に０となったために急激に揚力が低下したことによるものと推定される。

３．２．６　同機は、上り勾配である樹海の上空を飛行中急激に沈下して、回復することができないま 

ま、Ｂ点上空より約２００メートル東方までに約１８０フィート高度を喪失し、その地点で樹海 

に接触して墜落したものと推定される。

４　結論

(1)　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ７５８２は、有効な耐空証明を有し、事故発生時まで異常はなかったものと推定される。

(3)　Ｂ点上空での密度高度約６，０００フィートにおける同機のホバリング（対地停止）は、ほぼ最大 

出力に近い状態で風による転移揚力を得たために辛うじて可能であったものと推定される。

(4)　上記状態からの左ホバリングターン及び追風下での前進飛行によって、揚力が急激に低下し、約 

１８０フィート高度を喪失して墜落したものと推定される。

原因

本事故は、同機が密度高度約６，０００フィートにおいて、ほぼ最大出力の下で風による転移揚力を 

得て辛うじてホバリング（対地停止）に入っていたため、その後左ホバリングターン及び追風下での 

前進飛行を行ったことから高度を喪失し、墜落したことによるものと推定される。



付図
推定飛行経路図


